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令和 5 年度 3 月開成町教育委員会定例会 会議録 
 

日 時： 令和 6年 3 月 22日(月) 15 時 30分～ 

場 所：  開成町役場 201会議室 

出席者： 井上教育長、村岡教育長職務代理者、野地委員、上野委員、本澤委員 

     【事務局】岩本教育委員会事務局参事兼学校教育課長、高橋生涯学習課長、 

小林指導主事、尾川学校教育課学校教育班長、 

川口生涯学習課スポーツ班長、小島生涯学習課生涯学習班長 

議 事： 

１）開会               教育長より開会の宣言 

 

 

２）会議録署名人の指名        上野委員が指名された。 

 

３）議事 

《協議事項》 

（１） 開成町文化財保護委員の委嘱について   

   ・資料１について説明した。 

○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

〇全委員 

〇教育長 

 

〇事務局 

協議事項(１)開成町文化財保護委員の委嘱について、事務局から説明

してください。 

 資料１をご覧ください。こちらは、開成町文化財保護委員の委嘱につ

いてお諮りするものです。まず、開成町文化財保護委員については、開

成町文化財保護条例第１２条の規定が設置根拠となっており、その構成

委員である文化財保護委員については、同条例第１４条の規定により教

育委員会が委嘱することになっています。委員の任期は４年となってお

り、現在の委員任期は、令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで

となっております。令和３年４月１日時点では、委員は５名在籍してお

りましたが、このうち井上東亜委員が令和５年８月３１日をもって退任

されましたので、現時点の委員数は４名となっております。教育委員会

事務局として後任の人選を進めさせていただき、新たに１名の委員候補

者として浅田京子氏を、開成町文化財保護委員として委嘱したいと考え、

お諮りさせていただきものです。浅田氏については、あしがらの歴史再

発見クラブに所属しており、郷土資料整理に造詣が深い方です。また、

町民センター図書室に司書として現在、勤務していただいております。

説明は以上です。 

ただいま、事務局から説明がありましたが、何か御質問はありますか。 

質問なし。 

それでは、協議事項(１)開成町文化財保護委員の委嘱については、原

案どおりとさせていただきます。 

関連事項として、あしがり郷瀬戸屋敷茅葺屋根補修工事についてご報

告させていただきます。こちらは、令和２年８月１８日の定例教育委員

会において協議をさせていただいた瀬戸屋敷茅葺屋根の葺き替え補修工
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(２)開成町青少年指導員の委嘱について 

  ・資料２について説明した。 

 

(３)開成町スポーツ推進委員の委嘱について 

  ・資料３について説明した。 

事が完了したので、写真を添付した資料をお配りしたのでご確認くださ

い。補修工事は令和２年度から令和５年度までの間で行い、特段問題な

く予定どおり終了しました。工事の最終年度には、小学生を対象に茅葺

屋根補修工事見学会を実施するなど、地域学習の一環としても活用して

いただきました。 

○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

 

 

 

 

〇全委員 

〇教育長 

協議事項（２）開成町青少年指導員の委嘱について事務局から説明

してください。 

資料２をご覧ください。令和６年度、７年度の開成町青少年指導員

の委嘱についてです。こちらは、開成町青少年指導員規則第１条が設

置根拠となっており、同規則第４条の規定により委員の委嘱は、教育

委員会が行うことになっています。委員の定数は、１６名です。任期

は、令和６年４月１日から令和８年３月３１日までとなっています。

職務内容としては、開成町における青少年の健全育成を助長するため、

次の５つの業務を主なものとしています。１点目が、青少年団体の指

導及び育成に関すること。２点目が、青少年の文化及びレクリエーシ

ョン活動の推進に関すること。３点目が、青少年育成組織の強化及び

地域活動の推進に関すること。４点目が、地域における環境の整備浄

化活動に関すること。５点目が、その他青少年の活動について指導及

び助言を行うことです。委嘱については、各自治会から推薦をいただ

き、教育委員会が委嘱することになっています。また、町の青少年指

導員に委嘱されると県の青少年指導員も同時に兼ねることになってい

ます。報酬額については、会長が年額 44,000円、指導員が年額 41,000

円となっています。２ページ目をご覧ください。これまで委員数は、

１５名で１名欠員が生じている状況でしたが、今回１名委員が増えた

ため、欠員が解消され、委員数は１６名となります。１６名のうち再

任が１１名、５名が新任となります。年齢構成は、２０歳台から６０

歳台までとなっております。このうち、女性の指導員は、５名となっ

ております。説明は以上です。 

ただいま、事務局から説明がありましたが、何か御質問はあります

か。なお、委員名簿のうち、パレット自治会の石井俊馬氏については、

かつてジュニアリーダーとして参加していた方であり、今回は、町の

青少年指導員として自治会長から推薦があがってきているところで

す。他に何か御質問はございますか。 

質問なし。 

それでは、協議事項（２）開成町青少年指導員の委嘱については、

原案どおりとさせていただきます。 
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○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

 

〇事務局 

 

〇委員 

〇事務局 

 

 

〇委員 

〇事務局 

〇委員 

〇事務局 

 

 

 

〇委員 

 

協議事項（３）開成町スポーツ推進委員の委嘱について事務局から

説明してください。 

それでは、資料３をご覧ください。開成町スポーツ推進委員につい

ては、条例上定数は、１２名となっていますが、今回ご提案させてい

ただく人数は、８名となっております。任期は、令和６年４月１日か

ら令和８年３月３１日までの２年間となっています。前回の令和４年

度の時点では、１０名の委員を委嘱していましたが、令和４年度に退

任された方が１名、令和５年度に退任された方が３名、新たに任命す

る方が２名ということで今回委嘱する委員数は、８名となっておりま

す。 

職務内容については、町民の求めに応じて、スポーツの実技の指導

を行うこと、町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図るこ

と、スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業

に関し、求めに応じ協力すること、町民一般に対し、スポーツについ

ての理解を深めること、前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ

の推進のための事業実施に係る連絡調整及びスポーツに関する指導及

び助言を行うこととしています。 

報酬については、開成町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条

例に基づき支給しており、会長が年額 44,000 円、委員が年額 41,000

円となっています。 

また、現在の中野浩一会長については、会長職を退く意向を示して

おりますので、後任の会長を今後決定する必要があります。 

今回、御提案させていただいた委員数は、８名ですが、事務局とし

ては、１０名を目指して人選しているところです。現在の状況ですが、

１名については、前向きに検討していただけている状況です。説明は

以上です。 

ただいま、事務局から説明がありました。この委員は、地区ごとに

選出するなどのルールとは特にないのか。 

そのようなルールは特にございません。基本的には、スポーツ推進

委員の推薦により新たな委員は選出しているところです。 

この委員は、スポーツ指導の技術があること等の条件はあるのか。 

そのような技術は、特段、委員選出の条件となっておりません。近

年は、ニュースポーツとしてボッチャ、モルック等の競技も研修しな

がら普及、啓発をしていただいているところです。 

会議は、年間どの程度開催しているのか。 

会議は、年間６回開催しております。 

会議以外にどのような活動をしているのか。 

会議以外の活動としては、ボッチャの体験会を年３回、スポーツ庁

主催の体力運動能力調査にもご協力いただいております。このほか、

山北町と共催してカヌー教室や町の行事のスポレク、町内駅伝等にも

携わっていただいております。 

承知した。これは要望だが、このような委員の委嘱を協議事項とし

て提案する場合は、少なくとも当該委員の年齢やどのような方なのか
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(４)開成町青少年健全育成推進費補助金交付要綱の一部改正について 

  ・資料４について説明した。 

 

(５)令和５年度末教職員等の人事について 

  ・資料５について説明した。 

 

〇事務局 

〇教育長 

〇全委員 

〇教育長 

わかるような事項は記載してほしい。 

承知しました。以後、対応させていただきます。 

他に御質問はございますか。 

質問なし。 

それでは、協議事項（３）開成町スポーツ推進委員の委嘱について

は原案どおりとさせていただきます。 

○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

〇教育長 

〇全委員 

〇教育長 

 

協議事項（４）開成町青少年健全育成推進費補助金交付要綱の一部

改正について事務局から説明してください。 

資料４をご覧ください。開成町青少年健全育成推進費補助金交付要

綱のうちサマーキャンプ事業とジュニアリーダー研修事業について

は、近年の物価高騰の影響を受けて薪等の資材や宿泊費が高騰したた

め、現行の補助金額では事業運営が困難な状況となっております。こ

のため、改正案としては、同要綱第４条中、サマーキャンプ事業につ

いては、29 万 3 千円を 34 万 3 千円とし、ジュニアリーダー研修事業

については、15 万 3 千円を 18 万 3 千円とさせていただけたらと思い

ます。なお、ジュニアリーダー研修事業に関しては、隔年で町外施設

に宿泊しており、令和６年度については、町外施設を使用して行う予

定となっております。説明は以上です。 

ただいま、事務局から説明がございましたが、ジュニアリーダー研

修事業について、町外施設とは具体的にどこに行くのか。 

ジュニアリーダー研修事業としては、近年では、厚木、愛川方面に

行くことが多いです。以前は、箱根方面に行っていたが、毎年秋頃に

なると混むということもあり、厚木方面を利用するようになりました。

また、厚木方面の施設ですが、大鍋などの野外炊事に適した施設も充

実していることも施設利用の理由となっています。 

 他に御質問はございますか。 

 質問なし。 

 それでは、協議事項（４）開成町青少年健全育成推進費補助金交付

要綱の一部改正については、原案どおりとさせていただきます。 

〇教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

協議事項（５）令和５年度末教職員等の人事について事務局から説

明してください。 

それでは、資料５をご覧ください。こちらは、令和５年度末の教職

員等の人事異動に係る資料です。特に、県費負担教職員の人事内容に

関しては、現時点においては、この会議限りとしていただきますよう

お願いします。各学校の人事異動に関しては、管理職、総括教諭を中

心に主なものを中心にご説明します。 
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まず、開成小学校ですが、加藤教頭が松田町立寄小学校に転出し、

後任として、山北町立山北中の宇田教頭が新たに赴任されます。松川

総括教諭が開成南小学校に配置替となり、後任として、松田町立寄小

学校の室伏教諭が新たに総括教諭として赴任されます。また、自校昇

任として、香川教諭が総括教諭に昇任されます。教諭としては、皆藤

教諭が開成南小学校に配置替となり、後任として県西教育事務所から

深野唯教諭が新たに赴任されます。全体の定数としては、昨年度から

変更なく３０となっています。 

続いて、開成南小学校ですが、遠藤校長が退職し、後任として大井

町立相和小学校の露木校長が赴任されます。久保寺総括教諭が南足柄

市立福沢小学校に転出し、後任として、開成小学校から松川総括教諭

が赴任されます。鍵和田教諭が山北町立川村小学校に転出し、開成小

学校から皆藤教諭が赴任されます。また、自校昇任として、臼井事務

主事が主任事務主事に昇任されます。戸谷栄養士が小田原市立下中小

学校に転出し、後任として小田原市立下中学校から柏木臨時学校栄養

技師が赴任されます。全体の定数としては、昨年度の３９から４１に

増えております。こちらは、特別支援学級が１学級増えることと学校

全体の学級数が２７学級となったため、事務職員が１名増となってい

るためです。 

続いて、文命中学校ですが、日吉教頭が南足柄市立岡本中学校に転

出し、後任として県西教育事務所から諸星教頭が赴任されます。山口

総括教諭が大井町立湘光中学校に転出し、後任として中井町立中井中

学校から黒崎総括教諭が赴任されます。石川教諭が南足柄市立足柄台

中学校に転出し、後任として樫山教諭が赴任されます。樫山教諭にあ

っては、新採用職員です。全体の定数としては、昨年度から変更なく

３６となっています。 

続いて、開成幼稚園です。まず、菊池教諭と秋葉栄養士が今年度末

をもって退職されます。なお、幼稚園にあっては、来年度は、８クラ

スとなるため、教員の補充をしなくても問題はございません。また、

栄養士については、現在、給食調理業務を行っている業者の社員の中

に管理栄養士の資格を保有している方がいらっしゃるため、当該業者

と随意契約を締結し、当該社員の方に栄養士としての業務を委託させ

ていただくことになっています。本件にかかる予算については、３月

議会においてお認めいただき、すでに契約事務を進めているところで

す。なお、このような対応は、あくまでも令和６年度限りの臨時対応

ということで、幼稚園の栄養士に関しては、令和６年度中に職員採用

試験を行い、人員を確保させていただく予定です。 

続いて、文命中学校ですが、こちらは、来年度から給食調理業務が

民間委託となるため、現在の正規給食調理員２名を中学校用務員とし

て職種変更とさせていただきます。 

最後に、教育委員会事務局についてです。岩本浩二参事兼学校教育

課長が異動し、後任として田中栄之が同職に着任します。高橋靖恵生

涯学習課長の退職に伴い、後任として田代孝和が同職に着任します。
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〇教育長 

 

 

〇村岡委員 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

〇教育長 

 

 

 

 

〇委員 

 

〇事務局 

 

 

 

〇教育長 

 

 

 

 

 

 

〇委員 

 

 

 

 

 

小林裕史指導主事が異動し、後任として開成南小学校から上村拓也が

同職に着任します。川口浩一生涯学習課スポーツ班長及び小島由紀生

涯学習課生涯学習班長が異動し、後任として遠藤憲彦が生涯学習課生

涯学習班長として着任します。生涯学習課の川合義夫が異動し、後任

として竹繁奎佑が着任します。学校教育課の永松知里が異動し、後任

として佐藤久子が着任します。学校教育課の須藤健介が異動し、後任

として井上新が再任用職員として着任します。宮川晃教育指導専門員

が異動し、後任として佐藤均が着任します。説明は以上です。 

ただいま、事務局から説明がありましたが、本件については、取り

扱注意でお願いします。特に、教育委員会事務局に関しては、人員が

大幅に変更となりますのでご了承ください。 

今年度から役職定年制度が開始となったと思うが、どのような制度

か簡単に説明してほしい。 

今年度から開始された役職定年制度ですが、対象の方は、いくつか

処遇を選択できるようになっております。まず、校長、教頭等の役職

がある方については、当該役職を退き、総括教諭等になり給料７割支

給となる方法があります。その他、一旦、退職をしたうえで再任用職

員として引き続き残るという方法もあります。再任用職員の場合は、

フルタイムと時短とさらに選択できるようになっています。 

定年延長については、今年度から 61歳まで定年が延長されます。こ

れについては、２年間続きますので令和５年度、令和６年度末退職に

ついては、61 歳定年となります。２年間かけて１歳ずつ定年退職年齢

が延長されていき、最終的には、10 年かけて 65 歳定年まで延長され

る予定です。 

今回、60歳で退職される方は、定年退職ではなく自己都合退職だと

いうことは理解した。 

補足をさせていただくと、原則、校長などの役職にある方は、60歳

経過後は、当該役職から退くことになりますが、例外的に県西教育事

務所長の経験者については、60 歳以後も引き続き校長として勤務する

こともありうるということになっています。 

神奈川県教育委員会としても、近年、管理職のなり手がいないとい

う課題があり、このような制度を構築したものと考えております。 

生涯学習課の人員のことだが、１名減っているのか。 

今回、機構改革も行ったところであり、生涯学習課については、こ

れまで生涯学習班とスポーツ班の２班体制だったものが、生涯学習班

の１班体制に再編されました。所管事務に関しては、変更ございませ

ん。 

先ほどの説明のなかで、開成幼稚園栄養士の退職に伴い、現在、給

食調理業務を委託している業者の中から栄養士資格を持った方がいる

ので、給食調理業務を委託している会社から栄養士を派遣してもらう

ことにした旨の説明があった。自身が行政に勤務していたときに、給

食調理業務を民間委託にすることがあったが、そのときの条件として、

栄養士については、必ず正規職員でなければならないということがあ
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《報告事項》  

 (１)開成幼稚園園服等の廃止及び変更について 

・資料６について説明した。 

 

 

 

 

 

 

〇事務局 

〇教育長 

 

 

〇全委員 

〇教育長 

った。給食調理業務と栄養士業務を同じ業者に委託してしまうと受託

業者がやりやすいように給食業務をしてしまい質の低下が懸念される

ということが理由であった。さきほど、緊急避難的なやむをえない措

置ということで栄養士業務を委託したということは理解したが、事務

局としては、栄養士業務がしっかり運営されているか注意深く監督す

るようにしてほしい。 

承知しました。 

さきほど、事務局から説明がありましたが、令和６年度中に職員採

用試験を行い、栄養士の方は採用していきたいと考えております。他

に御質問はございますか。 

質問なし。 

それでは、協議事項（５）令和５年度末教職員等の人事については

ここまでとさせていただきます。 

〇教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項(１)開成幼稚園園服等の廃止及び変更について事務局から

説明してください。 

資料６をご覧ください。こちらは、開成幼稚園の方から園服等の廃

止、変更について検討してきた結果についてご報告するものです。 

まず、園服については、３年間教育開始時に長袖から半袖タイプと

したところです。しかし、近年の夏の暑さで半袖でも暑いという状況

が生じております。現状の運用では、５月の連休明けから１０月中旬

まで園服の着用自由期間としています。冬期は、園服のうえから上着

を着用しています。また、令和７年度以降、園服価格が大幅アップさ

れる旨、呉服屋から通知が届いているところです。そこで、家庭の負

担軽減の観点から園服については廃止する方向で検討がまとまったと

ころです。園服導入の意義である衣服着脱、手先の動き、体の動きに

ついては、他の生活習慣のなかで身に着けることを考えているとのこ

とです。また、園服廃止に伴って、名札については防犯面を考慮して

廃止とさせていただきます。 

具体的な検討結果ですが、園服については、廃止します。園帽子に

ついては、残しますが、安価なものに変更します。形状については、

現在のメトロ型帽子を考えています。通園リュックについては、残し

ますが、こちらも安価なものに変更します。スモックについては、廃

止し、園にあるものをリサイクル運用とします。体操服については、

廃止させていただきます。 

資料２ページをご覧ください。本件について、保護者アンケートを

実施しております。園服、園帽子、通園リュック、スモック、体操服

について「園指定がよい」「必要ない」「各自用意したものがよい」

等の項目に加え、それ以外の意見も受けつけたうえで実施しました。



- 8 - 

 

 《報告事項》 

（２）経過報告、今後の予定について 

 ・資料７について説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

 

〇委員 

 

〇事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

対象者 197 名中、147 名の方から回答をいただきました。園服につい

ては、「指定がよい」「必要ない」がほぼ同数でした。園帽子につい

ては、約８割強の方が「指定がよい」という結果でした。通園リュッ

クについては、「指定がよい」が６割強、「各自用意したものがよい」

が３割弱という結果でした。スモック、体操服については、「指定が

よい」が約５割でした。アンケート結果から「指定がよい」という回

答割合が６割を超えたものは残すような結果となっております。この

アンケート結果については、PTA 運営委員会において報告し、要約し

たものについては、令和 5年 10月の園長通信で保護者に周知したとこ

ろです。なお、令和５年度、令和６年度入園児については、現行の園

服等を卒園時まで使用し、令和７年度入園児から新園帽子、新通園リ

ュックを開始する予定です。説明は以上です。 

ただいま、事務局から説明がありましたが、何か御質問はございま

すか。 

園服については、「指定がよい」「必要ない」がほぼ同数というこ

とだが、具体的にどのような意見があったのか。 

アンケート結果は、半々ですが、廃止と判断した大きな要因として

は、価格高騰があります。これまで、園服については、様々な設えを

していたということで元々割高であることに加えて、物価高騰の影響

を受けてさらに家庭の負担が大きくなったということがきっかけとな

っています。資料にも記載がありますが、入園時に園服、通園リュッ

ク等一式そろえると２万円以上の経費を要する状況が妥当か否かとい

う視点が議論の出発点となっています。園の中で様々な検討を行い、

より安価なものでも園運営に支障がないのであれば、家庭の負担をで

きる限り軽減することが必要ではないかということで、このような結

論になったと承知しているところです。もちろん、一方の意見として、

これまで通りの園服、園帽子があった方が、様々な行事で見栄えがよ

いというものもございましたが、園としては、家庭の経済的な負担軽

減という視点を重視したということです。 

幼稚園の方で、保護者アンケートも行い、様々な検討をしたうえで

決定したことなので尊重したいと思います。これについては、しばら

く様子を見ていきたいと考えております。 

○教育長 

 

〇事務局 

 

 

 

報告事項の（２）経過報告、今後の予定について事務局から説明して

ください。 

それでは、資料７をご覧ください。１ページをご覧ください。３月の

経過報告をさせていただきます。３月１日は、登校指導日でした。３月

４日は、園長・校長会議を開催しました。３月５日から３月１４日まで

開成町議会３月定例会議が開催されました。３月１２日は、文命中学校
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（３）開成町立園・学校の様子について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

〇全委員 

〇教育長 

卒業証書授与式を開催しました。３月１５日は、開成幼稚園卒園式でし

た。また、同日は、登校指導日でした。３月２１日は、開成小学校及び

開成南小学校の卒業証書授与式でした。３月２２日本日は、定例教育委

員会となっております。３月２５日は、園・学校修了式となっておりま

す。３月２９日は教職員離任式を行いますので教育委員の皆様におかれ

ましては、当日ご出席をお願いします。 

続いて、４月の今後の予定についてご説明します。４月１日は、教職

員着任式となっております。離任式と同様にこちらも教育委員の皆様の

御出席よろしくお願いします。４月５日は、小学校・中学校入学式・始

業式となっております。小学校入学式に関しては、各校１０時から体育

館において開催されます。開成小学校については、井上教育長、野地委

員、本澤委員の御出席をお願いします。開成南小学校については、村岡

委員、上野委員の御出席をお願いします。また、同日は、登校指導日と

なっております。４月８日は開成幼稚園始業式となっております。４月

９日は、開成幼稚園入園式となっております。４月１２日は、園長・校

長会議となっております。同日は、令和６年度神奈川県市町村教育委員

会連合会総会がオンラインで開催されますので、村岡委員の御参加よろ

しくお願いします。４月１５日は、登校指導日となっております。４月

２２日は、定例教育委員会となっております。 

続いて、生涯学習課からご報告します。まず、２月及び３月について

は、報告すべき行事等はございませんが、令和５年度の放課後子ども教

室の実施結果がまとまっておりますので、そちらの報告をさせていただ

きます。資料４ページをご覧ください。開成小学校については、全９回

実施し、参加者数の合計 1,294名で児童数から見た平均参加率は、２８％

となっております。開成南小学校については、全１０回実施し、参加者

数の合計 1,676 名で児童数から見た平均参加率は、２５％となっており

ます。資料３ページをご覧ください。今後の予定ですが、４月７日に第

４４回自治会対抗男子ソフトボール大会が水辺スポーツ公園で開催され

ます。４月２１日に第４３回自治会対抗女子ソフトボール大会が同じく

水辺スポーツ公園で開催されます。説明は以上です。 

ただいま、事務局から説明がありました。何か御質問はございますか。 

質問なし。 

それでは、報告事項の（２）経過報告、今後の予定についてはここま

でとさせていただきます。 

○教育長 

 

 

 

 

 幼稚園の卒園式、学校関係の卒業式については、とても良い式典でし

た。文命中学校では、伝統的な卒業生の歌には、とても感動しました。

幼稚園、小学校においても卒園児、卒業生が立派に成長した姿を見るこ

とができてよかったです。このような行事、式典というものは、子ども

たち、教職員を成長させるものであり、園・学校にとっては、不可欠な

とても大事なものだと改めて認識しました。 
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閉 会 ： 教育長より閉会の宣言 

 

 

 また、来年度の話を少しすると、これまで県費のスクールカウンセラ

ー２名を配置していましたが、令和６年度は、新たに町費で小学校にス

クールカウンセラーを配置し、体制を整備していきたいと考えておりま

す。 

 今年度の園・学校全体を通じた所管としては、小さなことは様々なこ

とがありましたが、全体的には落ち着いて安定的な園・学校運営ができ

たと考えております。来年度も引き続き、落ち着いた雰囲気で園・学校

運営が進むよう努めていきたいと考えております。 


